

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物（遊戯施設などの工作物を含みます。）の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないとされています。（建築基準法第８条第１項）

さらに、特定行政庁が指定する建築物（昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。）の所有者・管理者は、定期に、一級建築士などの専門技術者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。（建築基準法第１２条第１項及び第３項）
つまり適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは所有者・管理者に課された「義務」となっているのです。

日常の維持保全や定期調査・検査を怠ると・・・

　◎外壁の落下により思わぬ事故が発生し、社会的な責任も問われる場合があります。

　◎火災や地震等で停電した場合、思わぬケガやパニックを引き起こす場合があります。

　◎エレベーターの中に閉じこめられるなど思わぬ事態が発生するおそれがあります。

大阪府内では、建築物について３年に１回の定期調査報告を、昇降機及びその他の建築設備については１年に１回の定期検査報告が義務付けられています。（次ページ参照）

専門技術を有する資格者が調査・検査を適切に行わなければ、思わぬ事故につながる可能性があります。建築物の安全性を確保するためには、調査者・検査者が調査・検査を適切に行うとともに、所有者等に対して、維持保全のアドバイスを行うことを心がけることが重要です。

	
	特殊建築物等
	建築設備

	用途
	規模
	報告の時期
（平成○年該当）
	規模
	報告の時期

	
	
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	
	

	学校・体育館
	2,000㎡をこえるもの

又は地上３階以上のもの
	
	
	○
	
	
	○
	
	

	公会堂・集会場
	300㎡をこえるもの
	
	
	
	
	
	
	300㎡をこえるもの
	毎年１回

	劇場・映画館・演芸場・観覧場（屋外にあるものを除く。）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ホテル・旅館
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	児童福祉施設等（要援護者の入所施設があるものに限る。）
	
	○
	
	
	○
	
	
	
	

	病院
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	診療所（患者の収容施設があるものに限る。）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	百貨店・マーケット・展示場・物品販売業を営む店舗
	1,000㎡をこえるもの又は地上３階以上のもので500㎡をこえるもの
	　混合用途
1,000㎡を

こえるもの

又は地上３階

以上のもので

500㎡を

こえるもの
	
	
	
	
	
	
	1,000㎡をこえるもの又は地上３階以上のもので500㎡をこえるもの
	　混合用途
1,000㎡を

こえるもの

又は地上３階

以上のもので

500㎡を

こえるもの
	

	公衆浴場
	500㎡を

こえるもの
	
	
	
	
	
	
	
	500㎡を

こえるもの
	
	

	キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・待合・料理店
	1,000㎡をこえるもの又は地上３階以上のもので500㎡をこえるもの
	
	
	
	
	
	
	
	1,000㎡をこえるもの又は地上３階以上のもので500㎡をこえるもの
	
	

	飲食店
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	博物館・美術館・図書館
	2,000㎡をこえるもの
	
	
	○
	
	
	○
	2,000㎡をこえるもの
	

	ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	寄宿舎
	地上３階以上のもので

1,000㎡をこえるもの

又は地上５階以上のもので

500㎡をこえるもの
	○
	
	
	○
	
	
	地上３階以上のもので1,000㎡をこえるもの

又は地上５階以上のもので500㎡をこえるもの
	毎年１回

	共同住宅
	
	
	○
	
	
	○
	
	非常用エレベーターを設置しているもの　　※１
	

	事務所その他これに類するもの
	地上５階以上のもので

　3,000㎡をこえるもの
	
	
	○
	
	
	○
	地上５階以上のもので

　3,000㎡をこえるもの
	

	
	
	※1　堺市、池田市は対象外


◎共同住宅の建築設備定期検査は、住戸以外の共用部分（ホール、廊下、階段、集会室等）に設置されているものに限ります
◎階数は地階を除きます。建築設備について報告が必要なものは換気設備、排煙設備、非常用の照明装置に関するものです。

◎面積はその用途に供する床面積の合計


	昇降機及び遊戯施設の種類
	報告の時期

	エレベーター
	建築物に設けるエレベーター。

（労働安全衛生法の性能検査を受けなければならないものを除く）
	毎年１回

	
	建築物以外に設ける観光のためのエレベーター
	

	エスカレーター
	建築物に設けるエスカレーター
	

	
	建築物以外に設ける観光のためのエスカレーター
	

	小荷物専用昇降機
	建築物に設ける小荷物専用昇降機。なお出し入れ口の下端が床面より50cm以上上がった位置にあるものを除く。
	

	遊戯施設
	ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設。
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の回転運動をする遊戯施設
	


◎詳細は、各特定行政庁にお問い合わせください。
定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより建築物の安全性を確保することを目的としています。





定期報告を要する特殊建築物等および建築設備





定期報告を要する昇降機及び遊戯施設





定期報告は所有者・


管理者に課された義務です





専門技術者による


適切な調査・検査が必要です








